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　　　　　　　　　　　　　事務局出席職員職氏名
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○議長（村上　正広君）おはようございます。
　ただいまの出席は１１名であります。定足数に達していますので、第６回日南町議会定
例会を再開いたします。
　直ちに本日の会議を開きます。
　本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。
　　　　─────────────・───・─────────────
　日程第１　議案第７５号　から　日程第３　議案第７７号
○議長（村上　正広君）タブレットの議案ファイルをお開きください。１ページから。
　日程第１、議案第７５号、平成２８年度日南町一般会計補正予算（第３号）、日程第
２、議案第７６号、平成２８年度日南町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）、
日程第３、議案第７７号、平成２８年度日南町介護保険特別会計補正予算（第１号）、以
上、平成２８年度補正予算関係３議案を一括議題として、前回の議事を継続いたします。
　ここで執行部からの発言が求められていますので、これを許します。
　増原町長。
○町長（増原　　聡君）本日、上程しております議案第７６号でありますけども、平成
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２８年度日南町農業集落排水事業特別会計補正予算でございますが、この委託料につきま
して既に、いわゆる公会計へ移行する固定資産等の評価の委託料につきまして、委託費、
当初予算の委託料よりも超える金額で入札をかけておりました。そのことが判明いたしま
した。そして、今回補正予算を上げておりますけど、本来ですと、当然予算の範囲内で入
札をして、今回補正をして改めて再契約をするというのが筋だろうというふうに思ってお
りますが、そのようなミスをしておりましたので、お断りをしたいというふうに思ってお
ります。以上であります。
○議長（村上　正広君）各案に対する質疑は前回行いましたが、ここで質疑漏れがあれば
これを許します。
　なお、質疑のときは、議案番号をお示しの上、質疑をお願いいたします。
　１０番、久代安敏議員。
○議員（10番　久代　安敏君）私は、７５号の一般会計の補正予算で、金額も大きい落石
防止の、落石危険箇所に標識をつくるとか、落石対策の詳細設計委託業務及び対策工事と
いうことで３，０００万計上されています。新聞報道も、既に山陰中央や日本海にも書か
れていましたけども、改めて、大きな予算ですので、具体的な箇所づけと、実際には目視
やいろいろやってみられないとわからないわけですけども、県は県で独自に、島根県で起
きた事故を教訓に対策をとっていますが、県との連携も含めて、これから町が行おうとし
ている具体的なこの手法、現にもう明らかに危険であるとこはすぐ工事に取りかかる、設
計委託も含まれているのかどうなのか、そういう現況、日南町の今、落石危険箇所の状況
もあわせて説明をしていただきたいというふうに思います。
○議長（村上　正広君）財原建設課長。
○建設課長（財原　　積君）御質問の件でございますが、今回、一般会計補正予算で落石
危険箇所に対する補正予算として３，０００万をお願いしております。今お話にありまし
たように、ことしの５月に島根県で県道の落石事故によって痛ましい死亡事故が生じてい
るということがありました。それ以降、国からの指導、県からの指導ということで、町内
箇所の危険箇所を点検しております。この件、のり面の点検につきましては、平成２５年
度から今まで３年間かけて、２６８箇所の一応危険箇所であろうというところを点検して
おります。５月以降、この２６８箇所の危険箇所を中心に巡視、点検、危険なところはの
り面にも上がって石のある状況等を把握しております。結果的に１５８箇所を、そのうち
パトロールしまして、６０箇所が落石の危険があると。浮いた石なり、木にひっかかった
石があるということで、６０箇所の対策が必要であろうという判断をしております。
　この落石の危険箇所につきましては、２８年度の予算に上げております、日南病院の入
り口に昨年落石があったということで、今それは防災安全交付金ということで国の補助を
受けてやっと始めたところでありますけども、この６０箇所をすべからく安全な確保をす
るがために、柵やロックネット、そういったものを張るということに関しては、なかなか
事業費が確保できない状況があります。
　今回計上しております３，０００万円につきましては、うち２，３００万円が工事請負
費で計上しております。取り急ぎ、これまでも落石はたびたびあったことはあったと現認
しておりますけれども、この６０箇所につきまして取り急ぎ警戒標識、黄色の落石注意の
標識を前後に立てて注意喚起を図りたいというふうに考えております。うち３００万円は
落石をした箇所、そういったものを中心に危険の除去、のり面の削り取りなり、そういっ
たもので早期に対応できるものに対してはそういった対応、不可能なものに関しましては
安全防止柵、仮設の柵を立てたりということで対応したいと思っております。
　それと、委託料として７００万円を計上させていただいております。これにつきまして
は、基本的に落石箇所の対策につきましては１箇所当たり１，０００万を超えるような事
業がほとんどになります。今回点検した中で日南病院線の次に危険であろうという場所
が、地元からも要望があっております福栄の宮田飛時原線、こちらものり面の上に大きな
転石がとまっているという状況を確認しておりますので、そちらの委託設計を先に進め
て、次年度以降の補助の予算を早期に執行できる体制をとりたいと思っております。
　それと、県からの連携ということでありますが、県道関係も日野振興センターの県土整
備局を中心に管内点検されてるようです。県道につきましては、笠木から萩原へ向かう県
道多里伯太線で４箇所、危険箇所があるということで報告を受けておりますし、新聞報道
にも出ておったと思います。そちらのほうは当面、仮設の柵を設置を終わっております。
この県道につきましては、待避所の部分的な改良計画が今進んでるところでありますの
で、それとあわせて災害の危険を取り除く工事を進めるというふうに報告を受けておりま
す。
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○議長（村上　正広君）ほかにありませんか。
　質疑を終結いたします。（発言する者あり）
　５番、山本芳昭議員。
○議員（５番　山本　芳昭君）先ほど町長のお話につきまして、ちょっと質問いたしたい
と思います。我々議会議員は……。
○議長（村上　正広君）議案番号は。
○議員（５番　山本　芳昭君）議案番号７６番の農業集落排水事業特別会計の予算につい
てであります。
　我々議員は、議員必携というものをいただきまして、議会としてのあり方等をいろいろ
勉強しているわけでありますが、先ほど言われました予算の流用につきましては、地方自
治法によりまして流用は認めてあります。ただ、その予算額を上回っての契約ということ
につきましては、議会との、議会の議決について大変疑義があるのではないかというふう
に私は思っておりますし、ただ、違法ではありませんので、これはだめだということはな
かなか言えないわけではありますが、ただ、その予算額を上回って契約をされたというこ
とと、それから、これから、先ほど陳謝されましたので、それはそれでよろしいかとは思
いますが、今後どのような、具体的なこういう改善策といいますか、対策をどのようにと
られるのかということについてお尋ねをいたします。
○議長（村上　正広君）増原町長。
○町長（増原　　聡君）当然、今回の契約自体は議会の議決が必要ないというふうな案件
であります。しかし、やはりそういうことを、議会の議決がないから、例えば予算がなく
ても他のものを流用して契約をするということになりますと、いわゆる当初予算の要求ベ
ース自体がめちゃめちゃになってくるわけであります。やはりそういうことについてはし
っかり、法に適用するとかしないとかではなくて、やはりこれはルールとして守らないと
いけないことだというふうに思っておりますので、その辺を徹底したいというふうに思っ
ております。
○議長（村上　正広君）５番、山本芳昭議員。
○議員（５番　山本　芳昭君）お尋ねしたいのは、今後どのような形でこういうことがな
いような御施策をとられるのかというようなことをお尋ねしたいと思いますが、いかがで
しょうか。
○議長（村上　正広君）中村副町長。
○副町長（中村　英明君）私のほうからですが、工事だとか委託だとか、そういったもの
を発注する際につきましては、指名審査委員会というのがあります。ただ、全てがそこの
案件に加わるかっていうことではなくて、一応、どういいましょうか、一定のルールの中
で決まったもの以外のものについては指名審査会を開くということで、少額的なところに
ついてはちょっと割愛してるというような状況があります。基本的にはそういう中で、１
件１件の工事発注に関しては、予算に対してどうかっていうところがあります。聞き取り
等も確認はしておりますが、今回のケースにつきましてはちょうど、どういいましょう
か、一定のルールの中であったもので、会には、掌握しておりませんけれども、いずれに
しても機構という、起案というところがありますので、そういったところにつきまして
は、上司も含めて担当者も含めて再確認をして徹底していきたいというふうに思っており
ます。
○議長（村上　正広君）よろしいですか。
　　　　　　　　　　　　　　　　〔質疑なし〕
○議長（村上　正広君）質疑を終結いたします。
　これより討論、採決を行います。
　討論、採決は議案ごとに行います。
　日程第１、議案第７５号、平成２８年度日南町一般会計補正予算（第３号）の討論を許
します。
　　　　　　　　　　　　　　　　〔討論なし〕
○議長（村上　正広君）討論を終結いたします。
　これより採決を行います。
　議案第７５号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
　　　　　　　　　　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（村上　正広君）御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され
ました。
　日程第２、議案第７６号、平成２８年度日南町農業集落排水事業特別会計補正予算（第
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２号）の討論を許します。
　　　　　　　　　　　　　　　　〔討論なし〕
○議長（村上　正広君）討論を終結いたします。
　これより採決を行います。
　議案第７６号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
　　　　　　　　　　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（村上　正広君）御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され
ました。
　日程第３、議案第７７号、平成２８年度日南町介護保険特別会計補正予算（第１号）の
討論を許します。
　　　　　　　　　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（村上　正広君）討論を終結いたします。
　これより採決を行います。
　議案第７７号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
　　　　　　　　　　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（村上　正広君）御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され
ました。
　　　　─────────────・───・─────────────
○議長（村上　正広君）以上で本日の日程は全て終了いたしました。会議を閉じ、散会に
したいと思いますがこれに御異議ありませんか。
　　　　　　　　　　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（村上　正広君）御異議なしと認めます。よって、本日はこれをもって会議を閉
じ、散会とすることに決定をいたしました。
　つきましては、９月３０日の本会議は別に通知をいたしませんので、定刻までに御参集
いただきますようお願いいたします。
　本日はこれにて散会いたします。お疲れさまでした。
　　　　　　　　　　　　　　午前９時１４分散会
　　　　───────────────────────────────
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ページ(4)


